
住宅火災ごみのクリーンセンターへの搬入について 

 

久留米市のクリーンセンター（宮ノ陣クリーンセンター、上津クリーンセンター）では、火災により発生した

一般廃棄物は、搬入手数料を減免して受け入れています。なお、田主丸町で発生した住宅火災ごみについて

は、受付方法、必要書類等が異なりますので、田主丸総合支所環境建設課（℡：0943-72-2156）にお尋

ねください。 

減免対象 住宅部の焼損・水損した家財道具等の内容物及び焼損した木製の柱など 

減免対象外 倉庫や事務所などの火災ごみは減免対象外となります。（一部有料で持ち込み可能） 

搬入手数料の減免を受けるためには、以下のお手続きが必要です。 

 

１．り災証明書の申請 

各地域管轄の消防署にお問合せ頂き、「り災証明書」を申請してください。 

・久留米消防署警防課(北野町、三潴町、城島町、田主丸町以外での住宅火災)  ℡：0942-38-5161 

・三井消防署警防課(北野町での住宅火災) ℡：0942-72-5101 

・三潴消防署警防課(三潴町、城島町での住宅火災) ℡：0942-62-2185 

 

 

２．現地立会い日程調整 

搬入できる火災ごみの確認のため、クリーンセンター職員が現地立会いを行います。 

下記お問合わせ先へ希望日をご連絡ください。 

 

 

３．現地立会いと必要書類の提出 

現地立会いにて搬入できる火災ごみ（参考例は裏面）の確認を行います。 

現地立会い日の当日、「減免申請書」「搬入計画書」の必要書類をお渡ししますので、必要事項をご記入

の上、「り災証明書」原本と合わせて、当日立会うクリーンセンター職員へお渡しください。（搬入計画書は

搬入日の当日までに提出） 

必要書類 

① り災証明書の原本  ② 減免申請書   ③ 搬入計画書 

 

 

４．搬入 

搬入計画書に記載した内容（搬入予定日・搬入予定台数）で搬入をお願いします。 

 

※事業者の方におかれましては、ごみ搬入手数料減免対象外ではありますが、一部、有料で持ち込み可能な 

  ものもありますので、詳しくはクリーンセンターへお尋ね下さい。 

 

【お問い合わせ先】 

●宮ノ陣クリーンセンター(久留米市宮ノ陣町八丁島2225)  ●上津クリーンセンター（久留米市上津町2199-35） 

≪燃やせるごみ・燃やせないごみに関すること≫          ≪燃やせるごみに関すること≫ 

Tel：0942-27-5371  FAX：0942-27-5443       Tel：0942-65-3591  FAX：0942-21-0302 

Mail: myjclean@city.kurume.lg.jp               Mail: cleancnt@city.kurume.lg.jp 

2026年 3月 
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分別種類 

 

搬出先 

 

主な具体例 

 

注意事項 

可

燃 

可燃物 

宮ノ陣 

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

上津 

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

粗大以外の燃やせるごみ 大きさ（指定袋大に入るもの） 

たたみ たたみ 制限量（10枚/1回、2回(合計 20枚)/日まで） 

可燃粗大 プラスチック類 制限量（５０kg/日まで） 

可燃粗大 机、たんす、ふとん、整理棚など 大きさ（長辺 2.5m厚み 15cm以下） 

不

燃 

不燃物 

宮ノ陣 

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

陶器くず、電球、化粧品のビンなど 鏡が入らないように注意（鏡は有害物） 

不燃粗大 ベッド・ソファーなどスプリング入りのもの 大きさ（2m×1m×0.6m以下） 

金属粗大 自転車、ストーブ、金属製整理棚など ストーブは、灯油を抜くこと。燃料缶と本体の両方 

金

属 

小型家電 電卓、リモコン、デジカメ、電気カミソリなど 電池の抜き取り 

小金属 なべ・やかん、フライパン、トースターなど  

 スプレー缶（穴あけ不要）  

１＿表の「分別種類」を基準に分別して搬入してください。 

２＿クリーンセンターに持ち込めないもの（例） 

〇テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機、パソコンなど 

〇不燃性の構造物(石膏ボード、モルタル、スレート、レンガ、瓦、コンクリート、柱をつなぐボルト、トイレ等) 

〇可燃性の構造物(木くず以外)(グラスウール等の断熱材やタキロン、FRP製の浴槽等) 

〇危険物など(消火器、農薬類などの薬品など)  〇その他(ロール状の紙・ビニール、枕木、ピアノ、金庫など) 

３＿ここに記載しているもの以外にもクリーンセンターに持ち込めないものがありますので、詳しくは現地で確認させていた

だきます。 

 

住宅火災ごみ分別一覧(参考例) 

〇減免対象 

住宅部の焼損・水損した家財道具等の内容物及び焼損した木製の柱 

〇減免手続き 

クリーンセンター職員、り災者本人等による現地立会いの上、必要書類の提出 

〇必要書類 

消防署発行のり災証明書、減免申請書、搬入計画書 

 


